
安八町商工会員・青年部員・女性部員を対象とした新春交流

会を開催いたします。商工会には様々な業種の方が在籍してお

ります。本事業は、業種の垣根を超えた会員の交流を目的とし

ており、例年多数の参加者による会員相互の交流を図ることが

できました。 

 今年度は令和５年１月２６日（木）にコロナ対策を十分に行

い開催いたしますので、是非ご参加下さい。 

参加を希望される方は、同封のご案内をご確認いただきお申

込み下さい。 
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  ～ 商工会は 行きます 聞きます 提案します ～ 
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  安八町商工会 

 ◎新春交流会のご案内！ 

 

新春交流会の様子 

◎年末調整及び源泉指導のご案内！ 

（1）実施日   令和５年１月５日（木）・６日（金）・１０日（（火）） 

         ５日、６日 ９：００～１６：００  

         １０日   ９：００～１２：００（ご注意ください） 

（2）会 場       安八町商工会館 

（3）その他   税理士による指導は、５日、６日の２日間を予定しておりま

す。税務相談のご希望のある方も気軽にご来館ください。 

 

◎工業部会・異業種交流部会講習会を実施 

１１月に工業部会と異業種交流部会が講習会を実施しました。 

工業部会は社会保険労務士の近藤義博先生に依頼し、労働者の方

が安全を意識し、労働災害を発生させないという、強い気持ちを持

っていただく講習会を実施しました。 

異業種交流部会は、１３名の部会員が参加しテーマを自社の「コ

ロナの影響・取り組み内容・今後の経営戦略について」と題し、進

行役に中小企業診断士の浅井良隆先生に依頼し、ディスカッション

を実施しました。 

 

 

（１）実施日   令和４年１２月１９日（月）～２３日（金） ９：００～１６：００ 

（２）会 場   安八町商工会館 

（３）必要書類  現金・預金出納帳、売上・仕入の請求書・領収書、普通預金通帳 他 

※専従者給与のみの事業者の方は、年末調整を行いますので年内にお越しいただいても結構です。 

 ご連絡のうえ、お越しください。（ＴＥＬ：６４－４８１１） 

 

◎記帳確認及び記帳指導を実施します！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １.１３％ 

マル経 金利 
◆マル経融資とは、日本政策金融公庫の無担保、無保証人の融資制度です。 

  ・返済期間：運転資金７年以内、設備資金１０年以内 

  ・融資限度額 ： ２，０００万円 

  【ご利用いただける方】 

  ・安八町内で１年以上営業し、商工会の経営指導を６ヶ月以上受けている方 

  ・従業員数２０人以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の事業所 

  ・所得税や住民税等を完納している方 

  ・日本政策金融公庫の融資対象業種であること  など 

 令和４年１２月 1 日現在 

 日本政策金融公庫ＨＰ 

https://www.jfc.go.jp/ 

 

 

 

安八町商工会 ホームページ              安八町商工会 Facebook ページ 

http://www.gifushoko.or.jp/anpachi/            https://www.facebook.com/ansho3831/ 

●ＷＥＢセミナーのご案内！       安八町商工会のホームページからご覧いただけます 

ｗ ◆ 様々な経営情報が満載！ 

パソコン研修・経営実務・人材育成・ 

 経営者講演・経営革新・事業承継など 

 

◎女性部清掃活動を開催しました 

 女性部主催「清掃活動」を１１月１２日（土）に商工会周辺と、しあ

わせの泉にて実施しました。 

当日は、１１名の部員が参加。晴天に恵まれたこともあり汗をかきな

がら草むしりや、落ち葉拾いを行いました。用意していた、ゴミ袋１０

袋全て使い切りました。 

町の関係者や、近隣の方々から、「非常にありがたい」と感謝の声をか

けていただきました。綺麗な街づくりのため、今後も清掃活動を続けて

いきます。 

 ✤全国商工会会員福祉共済制度のご案内！ 

      全国商工会連合会が創設した割安な商工会員のための「共済制度」です。 

      予期せぬ事故やケガへの備えや役員･従業員などの福利厚生としてお役立てください。 

       ■加入者（掛金払込者） 

        商工会の会員（法人会員の役員を含む）及びその家族、従業員です。 

       ■被共済者（共済の対象となる者） 

        被共済者の年齢は満６才以上満６５歳以下(継続は７４歳以下)です。 

       ■掛  金  職種・年齢・性別問わず、月額２,０００円 ～ の掛金で充実補償。 

       ■補償内容  交通事故 や 不慮の事故 による入院 や 通院・手術・後遺障害・死亡について低廉

な掛金で補償を行います。 

 

◎『熱中症担保特約』を 

 けがの「補償」に自動付帯 





 

 


